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｢中労委Ｍ｣ 組合掲示物撤去は不当労働行為と認定！

１０月２８日、中央労働委員会から『中労委平成２２年（不再）第１３号 東海旅客鉄道

（新幹線関西地本掲示物撤去）不当労働行為事件』について、命令書と資格審査決定書の（写）

を交付されました。私たちは中央労働委員会でも勝利しました。

命令書によれば中央労働委員会は、ＪＲ東海会社が平成１７年５月22日から同年９月12

日までの間にＪＲ東海労名古屋車両所分会の組合掲示板から７点（内１点は同一内容の掲示

物）の組合掲示物を撤去したことは、労働組合法第７条３号（支配介入）に該当する不当労

働行為と認定し（初審命令は９点を認定）、ＪＲ東海労働組合（本部・地本・分会）にその

旨の文書手交をしなければならないという命令を下しました。

今回の中央労働委員会における「組合掲示物撤去事件」は、会社が『初審愛知県労委平成

１８年（不）第１号事件』の愛知県労委命令を不服として、平成２２年２月１９日、初審命

令の取消し及び救済命令申立ての棄却を求めて、再審査を申し立てた事案です。

これで、会社の労働組合への支配介入がさらに明らかとなりました。

組合活動への支配介入を繰り返さないために、
命令に従い、会社は直ちに文書手交をせよ！

（中労委が撤去は不当労働行為と認定した組合掲示物）中労委命令の概要

東海旅客鉄道株式会社は、ジェイ

アール東海労働組合、ジェイアール

東海労働組合新幹線関西地方本部及

びジェイアール東海労働組合新幹線

関西地方本部名古屋車両所分会に対

し、下記の文書を速やかに手交しな

ければならない。

記

平成１７年５月22日から同年９

月12日までの間に、ジェイアール

東海労働組合新幹線関西地方本部名

古屋車両所分会の組合掲示板から、

掲出中の下記７点の掲示物を撤去し

たことは、中央労働委員会において、

労働組合法第７条３号に該当する不

当労働行為であると認定されまし

た。今後このような行為を繰り返さ

ないように留意いたします。


